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緊急事態宣言解除後の部活動に関するお知らせ 

    

  平素は、本校教育の推進にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

  さて、大阪狭山市教育委員会より、教育活動に関するお知らせが配付されました。 

それに伴い、本校の部活動について、下記の通りとしますので、ご理解のほどよろしくお願いし

ます。 

記 

〇長期に渡る中止期間を考慮して、段階的に活動します。 

① 中間テスト前まで 

・活動人数を概ね４０人程度に制限しながら実施します。 

・練習時間は、平日１時間、土日は、３時間以内とします。 

・他校との練習試合及び合同練習は自転車で行ける範囲とし、移動時間を除き、 

３時間以内とします。 

② 中間テスト後から 

    ・感染防止策を講じた上で、全部員が活動します。 

    ・必要に応じて、朝練習をする場合があります。 

〇詳細については、それぞれのクラブの顧問より、お知らせします。 

 


